


 

（別添） 

○「介護員養成研修の取扱細則について」（平成18年6月20日老振発第0620001号厚生労働省老健局振興課長通知） 

  新旧対照表 

 

（傍線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（別紙） 

 

Ⅰ （略） 

 

Ⅱ 訪問介護員養成研修課程 

１～４ （略） 

５．訪問介護員の具体的範囲等（政令第３条関係） 

（１）～（３）  （略） 

（４）実務者研修を修了している者については、当該研修における履修

科目が、訪問介護員養成研修課程において履修すべき科目を包含す

ると認められることから、各都道府県の判断により、１級課程の研

修の全科目を免除することができるものとする。 

（５）「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも

の」（平成１８年３月３１日厚生労働省告示第２０９号）第２号から

第１６号までに掲げる研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受

けた者であって、当該研修において履修した科目が訪問介護員養成

研修課程において履修すべき科目と同等と認められるものについて

は、各都道府県の判断により、訪問介護員養成研修課程のうち当該

同等と認められる科目を免除することができるものとする。 

（６）平成１２年度以前に介護サービス技能審査に合格した者について

は、介護に関する一定の知識・技術を有する者として厚生労働省が

認定し、「介護アテンドサービス士」の称号が与えられるものである

ことにかんがみ、必要に応じ、訪問介護員養成研修課程の一部を免

（別紙） 

 

Ⅰ （略） 

 

Ⅱ 訪問介護員養成研修課程 

１～４ （略） 

５．訪問介護員の具体的範囲等（政令第３条関係） 

（１）～（３） （略） 

  

 

 

 

（４）「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも

の」（平成１８年３月３１日厚生労働省告示第２０９号）第２号から

第１６号までに掲げる研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受

けた者であって、当該研修において履修した科目が訪問介護員養成

研修課程において履修すべき科目と同等と認められるものについて

は、各都道府県の判断により、訪問介護員養成研修課程のうち当該

同等と認められる科目を免除することができるものとする。 

（５）平成１２年度以前に介護サービス技能審査に合格した者について

は、介護に関する一定の知識・技術を有する者として厚生労働省が

認定し、「介護アテンドサービス士」の称号が与えられるものである

ことにかんがみ、必要に応じ、訪問介護員養成研修課程の一部を免



 

除することができるものとする。その具体的な免除科目については、

下記の項目を参考にして、各都道府県の判断により決定するものと

する。 

（７）前記（２）から（６）までの他、都道府県、市町村又は公的団体

の実施する在宅介護サービスに係る研修を受講した者が訪問介護員

養成研修を受講しようとする場合であって、当該研修において履修

した科目が訪問介護員養成研修課程において履修すべき科目と同等

と認められるものについては、各都道府県の判断により、研修課程

の一部を免除することができるものとする。 

（８）看護師等の資格を有する者等について、訪問介護員養成研修の課

程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等

が訪問介護に従事する際の証明書として、施行規則に定める様式に

準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、

各都道府県の判断により、看護師等の免許証をもって代える取扱い

としても差し支えない。ただし、この場合においても、都道府県知

事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期

に修了証明書を発行するよう努めるものとする。 

（９）実務者研修を修了している者について、訪問介護員養成研修の課

程の全科目を免除する場合には、当該研修を修了している者が訪問

介護に従事する際の証明書として、施行規則に定める様式に準じた

修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、各都

道府県の判断により、実務者研修修了証明書をもって代える取扱い

としても差し支えない。ただし、この場合においても、都道府県知

事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期

に修了証明書を発行するよう努めるものとする。 

 

６～９ （略） 

除することができるものとする。その具体的な免除科目については、

下記の項目を参考にして、各都道府県の判断により決定するものと

する。 

（６）前記（２）から（５）までの他、都道府県、市町村又は公的団体

の実施する在宅介護サービスに係る研修を受講した者が訪問介護員

養成研修を受講しようとする場合であって、当該研修において履修

した科目が訪問介護員養成研修課程において履修すべき科目と同等

と認められるものについては、各都道府県の判断により、研修課程

の一部を免除することができるものとする。 

（７）看護師等の資格を有する者等について、訪問介護員養成研修の課

程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等

が訪問介護に従事する際の証明書として、施行規則に定める様式に

準じた修了証明書を事前に発行することが望ましいが、当面の間は、

各都道府県の判断により、看護師等の免許証をもって代える取扱い

としても差し支えない。ただし、この場合においても、都道府県知

事が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期

に修了証明書を発行するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～９ （略） 
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